
期 日 令和元年8月2０日（火）
13:30～16:30

場 所 滋賀県庁新館７階大会議室
参加者 県内公立中学校

（私立中学校も含む）
９８校の代表生徒１００人

各校のいじめの問題に関する取組紹介

17のグループに分かれ、事前に準備してきた「いじめの問題に関する取組」をもとに、自己紹介と取組紹介を行

いました。グループ内で各校の取組を紹介したあと、意見交換を行い、取組の方法を質問したり意見交流を行った
りし、具体的なことを学び合いました。

【各校の「いじめの問題に関する取組」（抜粋）】

○いじめ０プロジェクト ○ジンケンジャーの取組 〇人権集会 〇あいさつ運動
○目安箱、意見箱の設置 ○ＩＢＲ（いじめ 撲滅 連盟）活動 Ｃ学級ごとの人権宣言作成
○彦根虹の架け橋プロジェクト ○いじめ防止授業 〇ピンクシャツデ― ○全校道徳
○プロペラ活動 ○いじめ撲滅運動 ○トリプルゼロ運動（私語、不要物、いじめ）
○中学校区によるサミット ○Shininng Smile Week ○校歌対決 ○一日一善運動
〇ほめ達（ほめる達人になろう）○いじめ撲滅宣言の作成 ○人権作文の読み聞かせ ○縦割り活動
○ピアカウンセリング ○人権映画の作成 ○あったかほ集会 ○人権の木 など

テーマ別 班協議
『いじめが起きにくい・いじめを許さない学校づくり』
のために、いじめの未然防止となる取組について３つの
視点に分かれて協議し、１つの宣言案にまとめました。
①一人ひとりが考えて、するべきことやできること
②みんなが考えて、するべきことやできること
③インターネット（SNSを含む）の利用で考えて、す

るべきことやできること

グループ協議
テーマ別の班協議で決めた宣言を持ち寄り、３つのグ

ループごとにリーダー、サブリーダーの司会・進行のも
と１つの宣言に絞り、全体で発表しました。
〇各グループのリーダー、サブリーダー
し が：日栄中(3) 瀬田中(2)
おうみ：信楽中(3) 瀬田北中(2)
びわこ：野洲北中(3) 守山北中(2) （ ）は学年

決定した「滋賀県宣言」を具体的にどのように全校に広め、行動していくか。時期、場所、全校生徒への伝達方法や作成物の
掲示方法などを引率の先生と考えました。最後に記念写真を撮影し、『滋賀県いじめ問題サミット』は終了しました。

各校の代表生徒が、自
校の取組を紹介しまし
た。その後、決められ
たテーマごとに協議し、
滋賀県宣言の案を考え
ました。


